
令和５年３月８日 

 

会 員 各 位 

 

一般社団法人栃木県トラック協会 

事  務  局 

 

群馬県邑楽郡大泉町・邑楽町地内の交通規制について 
 

時下 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。  

平素は、当協会事業運営につきまして、格別のご理解ご協力を賜り厚く御礼

申し上げます。 

さて、この度群馬県警察本部交通規制課より、標記内容について以下の通り

交通規制が行われているとの連絡がありましたのでお知らせ致します。 

規制実施場所を規制時間内に通行の際は、十分ご注意ください。 

 

記 

 

１．規制開始日  令和５年２月２１日（実施済み） 

 

 

２．規制実施場所 

群馬県邑楽郡大泉町大字上小泉347番地の１（国道354号清掃センター南交差点） 

から 

群馬県邑楽郡邑楽町大字石打1015番地（国道122号石打信号交差点） 

の間の町道（約１．２キロメートル） 

 

 

３．規 制 内 容 

２２時から６時までの間通行禁止 

対象車種：特定中型以上の貨物自動車 

 

 

４．規 制 理 由  夜間、通行する車両による騒音等の軽減のため 



22時～6時の夜間、
特定中型以上の貨物車等が通行禁止

（2/21～）群馬県邑楽町・大泉町地内

交通規制の変更のお知らせ

問合せ先

群馬県大泉警察署 交通課規制係
電話０２７６－６２－０１１０

122号

354号

埼 玉 県 茨 城 県

栃 木 県

規制町道
R122とR354を結ぶ約１kmの町道

（群馬県大泉町・邑楽町付近）

群 馬 県

R5




